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第２章 都市づくりの現状と課題 

２－１ 北本市の現状（令和２年都市計画マスタープラン見直し時点と比べて） 

（1）人口 ～人口減少と少子高齢化の進展が顕著に～ 

  人口は、平成 22 年以降減少傾向にあ

り、令和２年の人口は平成 22 年と比

較して約 5.4％減少しています。 

 

 

  世帯当たり人員は減少傾向にあり、令

和２年において約 2.4 人にまで減少

し、核家族化や単身世帯の増加が顕著

になってきています。 

3 

第２章 都市づくりの現状と課題 
2-1 北本市の現状（平成 21 年都市マスタープラン見直し時点と比べて）   

（1）人口 ～人口減少と少子高齢化の進展が顕著に～ 

  人口は、平成 17 年をピークに減少

に転じ、平成 17 年と比較して平成

27 年の人口は約 3.9％減少し、本市

においても人口減少の時代に突入し

ました。 

  世帯当たり人員は減少傾向にあり、

平成 27 年において約 2.5 人にまで

減少し、核家族化や単身世帯の増加

が顕著になってきています。 

④統計数値等の時点修正 

⇒国勢調査の最新データ（R2）

を反映し変更 

  人口構成は、平成 22 年と令和２年

を比較すると、0～14 歳の割合は

12.7％から 10.2％に減少している

のに対し、65 歳以上の割合は

21.8％から 32.6％に増加してお

り、少子高齢化の進展が顕著になっ

ています。 

 

 

 

  人口構成は、平成 17 年と平成 27 年

を比較すると、0～14 歳の割合は

14.0％から 11.4％に減少しているの

に対し、65 歳以上の割合は 

16.3％から 28.3％に増加してお 

り、少子高齢化の進展が顕著になっ 

ています。 

 

④統計数値等の時点修正 

⇒国勢調査の最新データ（R2）

を反映し変更 

   65 歳以上のみの夫婦世帯及び６５歳

以上の単身世帯の総世帯数に占める

割合は、平成 22 年の 17.1％と比較

して、令和２年には 27.7％と大幅に

増加しており、高齢者のみの世帯が増

加しています。 

 

 

 

 

  65 歳以上のみの夫婦世帯及び単身

世帯の総世帯数に占める割合が、平

成 17 年の 11.7％と比較して、平

成 27 年には 23.4％と大幅に増加

しており、高齢者のみの世帯が増加

しています。 

 

 

 

 

④統計数値等の時点修正 

⇒国勢調査の最新データ（R2）

を反映し変更 

図．北本市の人口と世帯数の推移 

（出典：平成 22～令和２年 国勢調査） 

図．北本市の人口と世帯数の推移 
（出典︓平成 17〜27 年 国勢調査）

図．年齢３区分人口割合の推移 

（出典：平成 22～令和２年 国勢調査） 

図．年齢３区分人口割合の推移 
（出典︓平成 17〜27 年 国勢調査）

図．65 歳以上の世帯数の推移 

（出典：平成 22～令和２年 国勢調査） 

図．65 歳以上の世帯数の推移 
（出典︓平成 17〜27 年 国勢調査）
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（2）産業 ～就業人口は減少傾向～ 

〈就業人口〉 

   （削除） 平成 22 年と比較して令和２年

の就業人口は約 7.2％減少しました。 

  特に第２次産業就業人口の減少率が大きく、

令和２年の第２次産業就業人口は、平成 22

年と比較して約 9.2％減少しました。 
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（2）産業 ～第一次産業の就業人口の減少が顕著～ 

〈就業人口〉 

  就業人口総数は平成 7 年をピークに減少傾

向に転じ、平成 17 年と比較して平成 27 年

の就業人口は約 5.2％減少しました。 

  特に第１次産業就業人口の減少率が大き

く、平成 27 年の第１次産業就業人口は、平

成 17 年と比較して約 25.1％減少しまし

た。 

④統計数値等の時点修正 

⇒国勢調査の最新データ（R2）

を反映し変更 

〈農業〉 

  周辺市町（鴻巣市・桶川市・東松山市・久

喜市・吉見町・川島町）の中で、農家数及

び農業産出額ともに最も少ない状況です。 

（削除） 

  市内農家の生産した農産物の主な販売先は

北本市農業ふれあいセンター「地場物産館

桜国屋」と地元スーパーがあります。 

〈農業〉 

  周辺市町（鴻巣市・桶川市・東松山市・

久喜市・吉見町・川島町）の中で、農家

数及び農業産出額ともに最も少ない状況

です（平成 27 年）。 

  市内農家の生産した農産物の主な販売先

は北本市農業ふれあいセンター「地場物

産館桜国屋」と地元スーパーがありま

す。 

④統計数値等の時点修正 

⇒埼玉県統計年鑑・農林業及

び市町村別農業産出額（推

計）の最新データを反映し

変更 

 

※表現の精査・見直し 

〈工業〉 

   （削除） 事業所数、従業者数はほぼ横ば

いで推移していますが、製造品出荷額等は

（削除）増加傾向にあり、令和５年の製造品

出荷額等は令和元年と比較して約 8.3％ 

増加しました。 

 

  市内に工業団地は整備されていません。 

 

〈工業〉 

  工業に関して、事業所数、従業者数は前年

比マイナスで推移していましたが、製造品

出荷額については、近年増加傾向にあり、

平成 23 年と比較して平成 28 年の製造品

出荷額は 92.3％増と大幅に増加しまし

た。 

  市内に工業団地は整備されていません。 

 

④統計数値等の時点修正 

⇒工業統計調査等の最新デー

タを反映し変更 

※工業統計調査は 2022 年以

降、経済センサス及び経済

構造実態調査に包摂 

〈商業〉 

  年間商品販売額を、平成 24 年と令和３年で

比較すると、卸売業では約 61.8％（削除）、

小売業では約 12.0％増加しています。 

        （削除）        

〈商業〉 

  商業販売額において、平成 19 年と平成 26

年で比較すると卸売業では約 25.3％減少、

小売業では約 74.3％減少しています。 

  周辺市では大型商業施設が出店されていま

す。 

④統計数値等の時点修正 

⇒経済センサス活動調査の最

新データを反映し変更 

※卸売業、小売業に関する調

査事項は H28 年以降経済セ

ンサス活動調査に包摂 

図．就業人口の推移 

（出典：平成 22～令和２年 国勢調査） 

図．農家数と農業産出額の地域比較 
（出典：令和６年 埼玉県統計年鑑・農林業 

令和２年市町村別農業産出額（推計）） 

図．事業所数、従業者数、出荷額等の推移 
（出典：令和元年～２年 工業統計調査 

    令和３年 経済センサス-活動調査 

      令和４～５年 経済構造実態調査） 

 

図．就業人口の推移 
（出典︓平成 17〜27 年 国勢調査）

図．農家数と農業産出額の地域比較 
（出典︓平成 29 年 埼玉県統計年鑑・農林業）

図．事業所数、従業者数、出荷額等の推移 
（出典︓平成 23〜28 年 工業統計調査）

図．年間商品販売額の推移 

（出典：平成 24～令和３年 経済センサス-活動調査） 
図．商業販売額（飲食店除く）の推移 
（出典︓平成 16〜26 年 商業統計調査）
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（3）都市整備 ～過去 10年間の整備状況～ 

＜道路＞ 

  都市計画道路の整備率（ 削除 ）は、

平成 26 年度末の 31.4％に対し、令和

６年度末は 39.6％と上昇しています。 
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（3）都市整備 ～過去 10 年間の整備状況～ 

＜道路＞ 

  都市計画道路の整備率（改良率）は、

平成 20 年度末の 39.2％に対し、平

成 30 年度末は 45.9％と上昇してい

ます。 

 

 

④統計数値等の時点修正 

⇒都市計画課提供の最新デー

タを反映し更新 

＜公園＞ 

  都市公園の整備状況は、平成 26 年度末

は供用面積 41.8ha、人口一人当たりの

供用面積は 6.1 ㎡であったのに対し、令

和６年度末では、それぞれ 42.5ha、6.5

㎡と増加しています。 

 

 

＜公園＞ 

  都市公園の整備状況は、平成 20 年度

末は供用面積 36.9ha、人口一人当た

りの供用面積は 5.2 ㎡であったのに

対し、平成 30 年度末では、それぞれ

42.1ha、6.3 ㎡と増加しています。 

 

 

④統計数値等の時点修正 

⇒都市計画課提供の最新デー

タを反映し更新 

＜下水道＞ 

  公共下水道の整備率※は、平成 26 年度

末は汚水 82.5％、雨水 22.6％であっ

たのに対し、令和６年度末ではそれぞれ

87.4％、23.9％であり、汚水に比べて

雨水の整備に遅れが見られます。 

※令和６年度末における事業認可面積

に対する整備面積の率 

 

＜下水道＞ 

  公共下水道の整備率※は、平成 20 年

度末は汚水 80.0％、雨水 22.6％で

あったのに対し、平成 30 年度末で

は、それぞれ 84.3％、23.7％と、汚

水に比べて雨水の整備に遅れが見ら

れます。 

※平成 30 年度末時点における事業

認可面積に対する整備面積の率 

 

④統計数値等の時点修正 

⇒都市計画課提供の最新デー

タを反映し更新 図．公共下水道（汚水・雨水）の整備 

面積と整備率の推移 

図．公共下水道（汚水・雨水）の整備 
面積と整備率の推移

図．道路整備延長と整備率の推移 

図．都市公園の供用面積と 

  人口一人当たりの供用面積の推移 

図．道路改良延長と改良率の推移

図．都市公園の供用面積と 
 人口一人当たりの供用面積の推移
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２－２ 上位・関連計画等 

（1）上位計画 

① 第六次北本市総合振興計画（令和８年３月策定：北本市） 

基本理念 「みんなの力で築く、誰にとってもやさしいまちづくり」 

将来都市像「緑にかこまれた健康な文化都市    （削除）    」 

土地利用の基本的な考え方 

・自然環境と生活環境の調和 

・誰もがいつまでも暮らしやすいまちづくり 

・道路整備効果の活用 

・都市軸を中心としたまちづくり （削除）  

 

6 

2-2 上位・関連計画等                      

（1）上位計画 

① 第五次北本市総合振興計画（平成 29 年３月策定：北本市） 

基本理念 「市民との協働による持続可能なまちづくり」 

将来都市像「緑にかこまれた健康な文化都市～市民一人ひとりが輝くまち 北本～」 

土地利用の基本的な考え方 

・自然環境と生活環境の調和 

・誰もがいつまでも暮らしやすいまちづくり 

・道路整備効果の活用 

・都市軸を中心としたまちづくり（東西軸、南北軸） 

 

①上位・関連計画との整合性

確保 

⇒第六次総合振興計画の内容

を反映 

土地利用構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①上位・関連計画との整合性

確保 

⇒第六次総合振興計画の内容

を反映 
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② 北本都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（令和５年 10 月策定：埼玉県） 

都市づくりの基本理念 

・「コンパクトなまちの実現」「地域の個性ある発展」「都市と自然・田園との共生」 

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針図 
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② 北本都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成 29 年 1 月策定：埼玉県）

都市づくりの基本理念 

・「コンパクトなまちの実現」「地域の個性ある発展」「都市と自然・田園との共生」

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒策定年次を更新 
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（2）関連計画 

① 第３期北本市総合戦略（令和８年３月策定：北本市） 

将来都市像 

 緑にかこまれた健康な文化都市 

基本理念 

本市に関わりのある様々な立場の人にとってやさしいまちであることは、市民の願い

です。また、北本市自治基本条例では、「誰もが安心して生活できる個性豊かな自立し

たまちをみんなの力で築く」ことを目指しています。 

これらを踏まえ、「みんなの力で築く、誰にとってもやさしいまちづくり」を基本理

念とし、将来都市像の実現に向けて取り組みます。 

政策の大綱 

政策１ こどもの成長を支えるまち 

政策２ 安心・安全で自然と共存する住みやすいまち 

政策３ 健康でいきいきと暮らせるまち 

政策４ 活力あふれるまち 

政策５ みんなが参加し育てるまち 

政策６ 健全で開かれたまち 

8 

（2）関連計画 

① 北本市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 28 年 3 月策定：北本市） 

目指すべき将来の方向 

＜基本的視点＞ 

若い世代が日々の暮らしに安心・安全・安らぎを感じて、その後の人生をずっと北本

市に住み続けたいと思えるようなまちにすることで、将来の北本市を担う世代の定着を

図ります。 

 
＜方向性＞ 

(1) 若い世代の転出を抑制する 

(2) 「出産・子育てにやさしいまち」のイメージを定着させ、定住化を図る 

(3) 将来の人口構成の変化にも柔軟に対応できるような地域の基盤をつくる 

(4) あらゆる世代の住民に仕事と働きやすい環境を提供し、多様な働き方を支援する 

①上位・関連計画との整合性

確保 

⇒第３期計画の策定を反映 

② 北本市産業振興ビジョン（平成 31 年３月策定：北本市） 

産業振興ビジョンの目標 

・目標１ 地域に大きな付加価値をつくり、雇用と税収を発生させる 

・目標２ 市のブランド・個性を高め、市民の生活の満足度、まちの価値、精神的な

豊かさを創造する 

 

産業振興ビジョンの基本方針 

「協働と連携による持続可能な産業まちづくり」 

・第五次北本市総合振興計画の基本理念に掲げる「市民との協働による持続可能なま

ちづくり」は、北本市自治基本条例における「誰もが安心して生活できる個性豊か

な自立したまちをみんなの力で築く」ことを目指しています。その趣旨を踏まえ、

将来の本市のまちづくりを行う上での基本的な考え方として定めます。 

② 北本市産業振興ビジョン（平成 31 年 3 月策定：北本市） 

産業振興ビジョンの目標 

・目標１ 地域に大きな付加価値をつくり、雇用と税収を発生させる 

・目標２ 市のブランド・個性を高め、市民の生活の満足度、まちの価値、精神的な

豊かさを創造する 

 

産業振興ビジョンの基本方針 

「協働と連携による持続可能な産業まちづくり」 

・第五次北本市総合振興計画の基本理念に掲げる「市民との協働による持続可能なま

ちづくり」は、北本市自治基本条例における「誰もが安心して生活できる個性豊か

な自立したまちをみんなの力で築く」ことを目指しています。その趣旨を踏まえ、

将来の本市のまちづくりを行う上での基本的な考え方として定めます。 

- 

③ 第三次北本市環境基本計画（令和８年３月策定：北本市） 

望ましい環境像 「緑豊かな自然と共生する持続可能なまち・北本」 

長期的な目標 

・長期的な目標１（自然共生社会の形成に向けて） 

→「自然に学び、恵みを楽しみ・いかすまち」 

・長期的な目標２（循環型・脱炭素社会の構築に向けて） 

→「資源やエネルギーを大切に利用し、環境にやさしい暮らしをつくるまち」 

・長期的な目標３（協働社会の実現に向けて） 

→「一人ひとりが環境を意識し、環境の環（わ）をつくり 広げるまち」 

③ 第二次北本市環境基本計画（平成 29 年３月策定：北本市） 

望ましい環境像 「緑豊かな自然と共生する持続可能なまち・北本」 

長期的な目標 

・長期的な目標１（自然共生社会の形成に向けて） 

→「自然に学び、恵みを楽しみ・いかすまち」 

・長期的な目標２（循環型・低炭素社会の構築に向けて） 

→「資源やエネルギーを大切に利用し、環境にやさしい暮らしをつくるまち」

・長期的な目標３（協働社会の実現に向けて） 

→「一人ひとりが輝く、環境の環
わ

をつくり広げるまち」 

①上位・関連計画との整合性

確保 

⇒第三次計画の策定を反映 
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新 旧 
改定理由 

頁 本文 頁 本文 
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④ 北本市公共施設等総合管理計画（令和４年３月一部改訂：北本市） 

公共施設等の総合的な管理に関する基本的な方針 

○方針１ 施設の長期活用 

・今後とも保有し続ける施設については、総合的かつ計画的な管理に基づいた予防保

全を実施し、長期使用を図ります。 

○方針２ 施設の機能や規模の最適化 

・適正配置計画で示した施設機能の集約化や複合化を進めます。また、本市の人口規

模や財政状況で維持できる適正な施設総量の最適化に取り組みます。 

○方針３ コストの縮減と平準化 

・総合的かつ計画的な管理を推進し、ライフサイクルコストの削減に努めます。また

「予防保全」を重視し、施設の現状を把握した上で大規模な改修や建替えを計画的

に実施することで、更新投資の平準化を図ります。 

○方針４ 財源の確保と受益者負担の適正化 

・将来の大規模な改修や更新等に備え、基金への積極的な積み立てを行います。公共

施設等の使用料について、適正な受益者負担を確保するための定期的な見直しを実

施します。 

目標 

 公共施設の延床面積を今後 40 年間で 50％削減 

9 

④ 北本市公共施設等総合管理計画（平成 29 年３月策定：北本市） 

公共施設等の管理に関する基本方針 

○方針１ 施設の長期活用 

・定期的な点検と情報の蓄積により、「事後保全」から「予防保全」に転換し、長寿

命化を実践します。 

○方針２ 施設の機能や規模の最適化 

・人口減少・少子高齢化に伴い変化する市民ニーズに適切に対応するため、施設の機

能や規模の適正化を図ります。 

○方針３ コストの縮減と平準化 

・総合的かつ計画的な管理を推進し、ライフサイクルコストの削減に努め、大規模改

修等を計画的に実施することで、更新投資の平準化を図ります。 

 

 

 

 

 

目標 

    公共施設の延床面積を今後 40 年間で 50％削減 

①上位・関連計画との整合性

確保 

⇒公共施設等総合管理計画の

一部改訂（R4.3）の内容を

反映 

⑤ まちづくり埼玉プラン（平成30 年３月改定：埼玉県） 

埼玉の将来都市像 

「みどり輝く 生きがい創造都市」～暮らし続けるふるさと埼玉～ 

 

まちづくりの目標 

○まちづくりの目標１：コンパクトなまちの実現 

(1)駅周辺など地域の中心となる市街地は、人々の暮らしを支える場、交流の場とし

て、本来持つべき都市機能を復活・充実させます。 

(2)市街地における医療・福祉施設を充実させ、高齢者など誰もが暮らしやすいまち

づくりを進めます。 

(3)高齢者をはじめ誰もが自由に移動できるよう、使いやすい都市交通環境の整備 

を進めます。 

(4)公共交通の利用促進やみどりの創出など、省ＣＯ２型の持続可能な都市を目指しま

す。 

(5)県民が安全に暮らせるよう、都市の防災機能を高めます。 

 

○まちづくりの目標２：地域の個性ある発展 

(1)プラス１のまちづくり 

1)地域の特性や資源を磨いて地域の価値を高め、活力ある地域づくりを進めます。 

2)人々の出会いと交流の場を創り、にぎわいのある都市を創ります。 

3)歴史や文化を生かし、新たな発見のある、訪れたいと感じる都市を創ります。 

4)美しいまちなみ景観を創造し、住みたいと感じる都市を創ります。 

⑤ まちづくり埼玉プラン（平成 30 年３月策定：埼玉県） 

埼玉の将来都市像 

「みどり輝く 生きがい創造都市」～暮らし続けるふるさと埼玉～ 

 

まちづくりの目標 

○まちづくりの目標１：コンパクトなまちの実現 

(1)駅周辺など地域の中心となる市街地は、人々の暮らしを支える場、交流の場とし

て、本来持つべき都市機能を復活・充実させます。 

(2)市街地における医療・福祉施設を充実させ、高齢者など誰もが暮らしやすいまち

づくりを進めます。 

(3)高齢者をはじめ誰もが自由に移動できるよう、使いやすい都市交通環境の整備 

を進めます。 

(4)公共交通の利用促進やみどりの創出など、省ＣＯ２型の持続可能な都市を目指しま

す。 

(5)県民が安全に暮らせるよう、都市の防災機能を高めます。 

 
○まちづくりの目標２：地域の個性ある発展 

(1)プラス１のまちづくり 

1)地域の特性や資源を磨いて地域の価値を高め、活力ある地域づくりを進めます。

2)人々の出会いと交流の場を創り、にぎわいのある都市を創ります。 

 

※表現の精査・見直し 
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新 旧 
改定理由 

頁 本文 頁 本文 

13 

 

 

(2)産業応援まちづくり 

1)雇用の場を確保し、地域の活力を高めます。 

2)充実した高速道路網や地理的な優位性を生かし、戦略的に産業を集積します。 

 

○まちづくりの目標３：都市と自然・田園との共生 

(1)「都市の利便性」と「田園のゆとり」を享受できる魅力的な都市を創ります。 

(2)「都市とみどり」、「都市と川」、「都市と田園」が共生した多彩な田園都市を創り

ます。 

(3)都市の身近に残る豊かな自然や田園を貴重な財産として守り、生かしていきます。 

10 

3)歴史や文化を生かし、新たな発見のある、訪れたいと感じる都市を創ります。 

4)美しいまちなみ景観を創造し、住みたいと感じる都市を創ります。 

(2)産業応援まちづくり 

1)雇用の場を確保し、地域の活力を高めます。 

2)充実した高速道路網や地理的な優位性を生かし、戦略的に産業を集積します。 

 

○まちづくりの目標３：都市と自然・田園との共生 

(1)「都市の利便性」と「田園のゆとり」を享受できる魅力的な都市を創ります。 

(2)「都市とみどり」、「都市と川」、「都市と田園」が共生した多彩な田園都市を創りま

す。 

(3)都市の身近に残る豊かな自然や田園を貴重な財産として守り、生かしていきます。

- 

⑥ 埼玉の持続的成長を支える産業基盤づくり取組方針（令和４年４月策定：埼玉県） 

取組方針 

●県の取組方針 

○方針①未来を見据えた産業基盤を創出します。 

・地域経済の活性化や周辺環境への配慮に加え、地域コミュニティと共生するバラン

スが取れた産業基盤づくりに、事業者や進出企業等、住民とともに取り組む市町村

を支援します。 

・市町村と事業者、進出企業等が連携して地域課題の解決に取り組み、地域の持続的

発展につなげるなど、産業基盤づくりの関係者ワンチームで、質が高く持続可能な

「未来を見据えた産業基盤の創出」に取り組みます。 

・産業基盤づくりに当たっては、埼玉版スーパー・シティプロジェクトの基本的な考

え方（コンパクト、スマート、レジリエント）を踏まえ、周辺地域と一体のまちづ

くりを目指します。 

 

○方針②豊かな田園環境と調和した産業基盤づくりを進めます。 

・埼玉の豊かな田園環境は、農産物の供給や良好な景観の形成など多面的な機能を有

する県民共通の財産であることから、県は、田園環境との調和を図りながら産業基

盤づくりを進めます。 

 

○方針③市町村の産業基盤づくりを支援し埼玉の「稼げる力」を向上します。 

・市町村が進める産業基盤づくりを積極的かつきめ細やかに支援します。また、官民

の役割分担の調整を図り、スピード感のある産業基盤づくりに取り組むことで、埼

玉の「稼げる力」の向上を図ります。 

 

●新たな産業地誘導の考え方 

○産業基盤づくりを検討する地域 

・高速自動車国道や自動車専用道路のインターチェンジから概ね５ｋｍの範囲 

・上記以外の一般国道及び車両の通行に支障がない県道等から概ね３ｋｍの範囲 

⑥ 第３次田園都市産業ゾーン基本方針（平成 29 年４月策定：埼玉県） 

～「稼ぐ力」を生み出す産業基盤づくり～ 

首都圏中央連絡自動車道（以下、「圏央道」という。）埼玉区間の全線開通に伴い、圏

央道のインターチェンジ周辺や県内主要幹線道路周辺に田園環境と調和した産業 

基盤づくりを積極的に進められるよう具体的方針が示されています。 

 

適用期間 平成 33 年度（令和 3 年度）まで 

 

産業基盤づくりの目標量 約 300ha（新たに整備された産業基盤の面積）＊ 
＊埼玉県５か年計画による 

 

産業基盤づくりの基本的方向 

○計画的な土地利用 

・埼玉県の原風景でもある田園環境は、農業的土地利用と都市的土地利用の健全な調

和を図ることが重要です。秩序ある産業地を創出するため、計画的に産業基盤づく

りを進めます。 

 
○周辺環境との調和 

・埼玉県の豊かな田園環境は次世代に残すべき貴重な環境資産であることから、田園

などの周辺環境と調和を図った産業基盤づくりを目指します。 

 
○乱開発の抑止 

・開発ポテンシャルの高まりを背景とした資材置き場、残土置き場などの乱開発を抑

止するため、産業誘導地区を含む関係市町村と連携し、啓発活動や監視活動を実施

します。 

 

①上位・関連計画との整合性

確保 

⇒最新の計画内容を反映 
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新 旧 
改定理由 

頁 本文 頁 本文 
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⑦ 埼玉県景観計画（令和７年７月改正：埼玉県） 

景観法第８条に基づき、埼玉県景観計画が定められています。 

 

埼玉県景観計画での北本市の位置づけ 

・市街化区域は都市区域に、市街化調整区域は圏央道沿線区域に位置づけられていま

す。 

 

景観形成の基本方針 

(1)地形を生かし水と緑に親しむ景観づくり 

・雄大な山々、広大な平野とそれらの接点の丘陵地がつくる自然地形を重視するとと

もに、山地から田園に至る緑地や、河川や水路が創り出す豊かな表情の水と緑を生

かし、自然環境に配慮する。 

 

(2)歴史と伝統が語られる景観づくり 

・旧街道に沿って歴史を残す宿場町や城下町をはじめ、伝統産業や近代産業などの歴

史と文化を伝える景観を保全するとともに、それらを受け継ぎ生かしていく。 

 

(3)身近な生活環境を良くする景観づくり 

・安全で安心なくらしの中で、景観阻害要因を抑止するとともに、良好なまち並みや

埼玉らしい四季折々の自然と田園のゆとりを享受できる生活環境を整える。 

 

(4)県民が主体となった景観づくり 

・県民自らが主体となり、誇りを持って地域の個性を守り育てられるよう、県民、特

定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人、

民法（明治 29 年法律第 89 号）第 34 条の法人、事業者、大学、行政の協働によ

り景観づくりを進める。 

 

(5)地域間の交流を進める景観づくり 

・県内各地に存在する地域固有の景観資源の魅力を高めて、県内外の多くの人々が楽

しめ、地域活性化につながる観光資源として整備するとともに、農山村と都市との

交流を進める。 
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⑦ 埼玉県景観計画（平成 28 年 3 月変更：埼玉県） 

景観法第８条に基づき、埼玉県景観計画が定められています。 

 
埼玉県景観計画での北本市の位置づけ 

・市街化区域は都市区域に、市街化調整区域は圏央道沿線区域に位置づけられていま

す。 

 
景観形成の基本方針 

(1)地形を生かし水と緑に親しむ景観づくり 

・雄大な山々、広大な平野とそれらの接点の丘陵地がつくる自然地形を重視するとと

もに、山地から田園に至る緑地や、河川や水路が創り出す豊かな表情の水と緑を生

かし、自然環境に配慮する。 

 
(2)歴史と伝統が語られる景観づくり 

・旧街道に沿って歴史を残す宿場町や城下町をはじめ、伝統産業や近代産業などの歴

史と文化を伝える景観を保全するとともに、それらを受け継ぎ生かしていく。 

 
(3)身近な生活環境を良くする景観づくり 

・安全で安心なくらしの中で、景観阻害要因を抑止するとともに、良好なまち並みや

埼玉らしい四季折々の自然と田園のゆとりを享受できる生活環境を整える。 

 
(4)県民が主体となった景観づくり 

・県民自らが主体となり、誇りを持って地域の個性を守り育てられるよう、県民、特

定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法

人、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 34 条の法人、事業者、大学、行政の協働

により景観づくりを進める。 

 
(5)地域間の交流を進める景観づくり 

・県内各地に存在する地域固有の景観資源の魅力を高めて、県内外の多くの人々が楽

しめ、地域活性化につながる観光資源として整備するとともに、農山村と都市との

交流を進める。 

 

①上位・関連計画との整合性

確保 

⇒景観計画の改正年次を反映
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（3）大規模プロジェクト 

① 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の事業概要 

圏央道は、横浜市、厚木市、八王子市、川越市、つくば市、成田市、木更津市等の主

要都市を環状に結ぶ高規格幹線道路で、都心から半径約 40～60km に位置し、総延長

は約 300km に及びます。 

平成 27 年度に埼玉県区間が全線開通したことにより、桶川北本インターチェンジや

桶川加納インターチェンジを利用して本市から神奈川県・山梨県方面や千葉県・茨城県

方面へのアクセスが向上しました。 

現在は、暫定２車線で供用されている茨城県・千葉県区間において、４車線化に向け

た工事が進められています。 
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（3）大規模プロジェクト 

① 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の事業概要 

圏央道は、横浜市、厚木市、八王子市、川越市、つくば市、成田市、木更津市等の 

主要都市を環状に結ぶ高規格幹線道路で、都心から半径約 40～60 ㎞に位置し、総延

長は約 300 ㎞に及びます。 

北本市を通過する桶川北本インターチェンジから白岡菖蒲インターチェンジまで 

延長 11km の区間が、平成 27 年度に開通したことにより、神奈川県・山梨県方面や

千葉県・茨城県方面へのアクセスが向上しています。 

 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒圏央道の事業進捗状況に関

する記載を更新・追加 

② 上尾道路の事業概要 

上尾道路は、国道 17 号の慢性的な交通渋滞の緩和や埼玉県中央地域の健全な発展等

を目的とし、さいたま市西区から鴻巣市に至る延長約 20.1km の幹線道路です。 

本市の区間は、令和７年度現在、高尾地区及び荒井地区の一部の区間において用地調

査が完了しており、用地買収に向けた準備をしているほか、残りの区間においても整備

に向けた調査・設計が進められています。 

また、新大宮上尾道路も与野ジャンクションから上尾南までの延長約 8.0km の区間

が事業化され、今後、更なる利便性の向上が見込まれています。 

 

② 上尾道路の事業概要 

上尾道路は、国道 17 号の慢性的な交通渋滞の緩和や埼玉県中央地域の健全な発展等

を目的とする、さいたま市西区から鴻巣市に至る延長約 20.1km の幹線道路です。 

北本市の区間においては、令和元年度現在、設計作業が進められています。 

 

 

また、新大宮上尾道路も与野ジャンクションから上尾南区間の一部が事業化され、今

後、更なる利便性の向上が見込まれています。 

 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒北本市区間の事業進捗状況

に関する記載を更新 

 

※表現の精査・見直し 

（4）都市づくりの今後の方向性 

「コンパクト・プラス・ネットワーク（立地適正化）」の考えに基づく都市づくり 

平成 26 年７月に「国土のグランドデザイン 2050」が策定されました。この中で、

今後２０５０年を見据えた国土づくりに当たっては、人と国土の新たな関わりや世界の中

の日本という視点も踏まえ、進化させた「コンパクト・プラス・ネットワーク」による

国土づくりを基本としつつ、「多様性（ダイバーシティ）」、「連携（コネクティビティ）」、

「災害への粘り強くしなやかな対応（レジリエンス）」の３つを基本理念として進める

こととされています。 

（4）都市づくりの今後の方向性 

「コンパクト・プラス・ネットワーク（立地適正化）」の考えに基づく都市づくり 

平成 26 年 7 月に、「国土のグランドデザイン 2050」が策定されました。この中

で、今後２０５０年を見据えた国土づくりに当たっては、人と国土の新たなかかわりや

世界の中の日本という視点も踏まえ、進化させた「コンパクト・プラス・ネットワーク」

による国土づくりを基本としつつ、「多様性（ダイバーシティ）」、「連携（コネクティビ

ティ）」、「災害への粘り強くしなやかな対応（レジリエンス）」の３つを基本理念として

進めることとされています。 

※表現の精査・見直し 

また、平成 26 年８月には都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者

が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設さ

れました。 

本市においても、令和８年３月に「北本市立地適正化計画」を策定し、「コンパクト・

プラス・ネットワーク」の考え方に基づく都市づくりを推進しています。 

今後は、「北本市立地適正化計画」に基づく各施策を実行することにより、都市機能

の誘導、都市機能施設や公共交通が集積している利便性が高い地域への居住の誘導、都

市計画と公共交通の一体化による「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市づくり

等を計画的に進めていきます。 

 

 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒北本市立地適正化計画に関

する記載を追加 
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２－３ 都市づくりに関する市民の意向               

（           削除             ） 

（１）市の施策の評価 

平成 30 年度に実施した「北本市都市計画マスタープラン改定に係る市民アンケート調

査」では、市の施策として、「公園・緑地の整備」、「上・下水道、水路の整備・更新」、「資

源循環型の環境にやさしいまちづくり」等の自然環境や環境にやさしいまちづくりに対し

て満足しているという回答が多くありました。これは、自然に触れ合える公園整備を積極

的に実施してきた成果であると考えられます。 

一方、「商業・サービス業の振興」、「道路・交通体系の整備」、「バランスある土地利用

の推進」等の身近な生活に関する都市機能・施設に対して不満が多くありました。商業・

サービス業については、市内における空き店舗の増加に加え、周辺他市に大型店舗が立地

したことも不満につながっていると考えられます。 

また、市の施策として、「防犯・交通安全の推進」、「道路・交通体系の整備」、「防災・

消防の充実」等の安全・安心に関する施策に対して重要度が高くなっています。 

近年、大型台風等により、大雨、洪水、暴風等が発生し、人々の生活や生命が脅かされ

るような自然災害が度々発生しています。また、防犯に関しては、地域の人たちによる自

主的なパトロール等防犯活動が行われていることから、安全・安心に対する意識が高くな

っていると考えられます。 

満足している施策（満足とやや

満足の合計が30％以上） 

「公園・緑地の整備」43.2％ 

「上・下水道、水路の整備・更新」36.9％ 

「資源循環型の環境にやさしいまちづくり」35.1％ 

「防災・消防の充実」34.４％ 

「防犯・交通安全の推進」31.3％ 

不満な施策（不満とやや不満の

合計が30％以上） 

「商業・サービス業の振興」42.3％ 

「道路・交通体系の整備」40.4％ 

「バランスある土地利用の推進」32.8％ 

重視している施策（重視とやや

重視の合計が70％以上） 

「防犯・交通安全の推進」78.3％ 

「道路・交通体系の整備」76.4％ 

「防災・消防の充実」75.４％ 

「資源循環型の環境にやさしいまちづくり」72.9％ 

令和６年度に実施した「第六次北本市総合振興計画策定に係る市民意識調査」での市の

施策に対する重要度・満足度を点数化した分析結果によると、重要度については、「道路、

上・下水道、河川の整備」等、身近な生活に関する施策が上位となっており、満足度につ

いては、「消防・防災の充実」等、安全・安心に関する施策が上位となっています。 

 

 重要度  満足度 

施策 得点  施策 得点 

上位１位 道路、上・下水道、河川の整備 4.44  消防・防災の充実 3.35 

上位２位 保健・医療の充実 4.42  市民との情報共有 3.27 

上位３位 子育て支援の充実 4.40  防犯・交通・消費者対策の強化 3.23 

平均値 （平均値） 4.16  （平均値） 3.13 

下位３位 スポーツ活動の推進 3.82  就労対策の充実 2.99 

下位２位 文化財の活用・保護 3.76  めざせ日本一、子育て応援都市 2.98 

下位１位 市民参画と協働の充実 3.67  バランスのある土地利用の推進 2.90 

出典：第六次北本市総合振興計画策定に係る市民意識調査報告書（令和７年１月） 
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2-3 都市づくりに関する市民の意向               

（北本市都市計画マスタープラン改定に係る市民アンケート調査より） 

（１）市の施策の評価 

市民アンケートでは、市の施策として、「公園・緑地の整備」、「上・下水道、水路の整

備・更新」、「資源循環型の環境にやさしいまちづくり」などの自然環境や環境にやさしい

まちづくりに対して満足しているという回答が多くありました。これは、自然に触れ合え

る公園整備を積極的に実施してきた成果であると考えられます。 

一方、「商業・サービス業の振興」、「道路・交通体系の整備」、「バランスある土地利用

の推進」などの身近な生活に関する都市機能・施設に対して不満が多くありました。商業・

サービス業については、市内における空き店舗の増加に加え、周辺他市に大型店舗が立地

したことも不満につながっていると考えられます。 

また、市の施策として、「防犯・交通安全の推進」、「道路・交通体系の整備」、「防災・

消防の充実」などの安全・安心に関する施策に対して重要度が高くなっています。 

近年、大型台風などにより、大雨、洪水、暴風などが発生し、人々の生活や生命が脅か

されるような自然災害が度々発生しています。また、防犯に関しては、地域の人たちによ

る自主的なパトロールなど防犯活動が行われていることから、安全・安心に対する意識が

高くなっていると考えられます。 

 

満足している施策（満足とやや

満足の合計が 30％以上） 

「公園・緑地の整備」43.2％ 

「上・下水道、水路の整備・更新」36.9％ 

「資源循環型の環境にやさしいまちづくり」35.1％ 

「防災・消防の充実」34.４％ 

「防犯・交通安全の推進」31.3％ 

不満な施策（不満とやや不満の

合計が 30％以上） 

「商業・サービス業の振興」42.3％ 

「道路・交通体系の整備」40.4％ 

「バランスある土地利用の推進」32.8％ 

重視している施策（重視とやや

重視の合計が 70％以上） 

「防犯・交通安全の推進」78.3％ 

「道路・交通体系の整備」76.4％ 

「防災・消防の充実」75.４％ 

「資源循環型の環境にやさしいまちづくり」72.9％ 

 

 

 

④統計数値等の時点修正 

⇒市民意向に関する最新デー

タとして、第六次総振策定

時アンケート調査結果を追

加 

 

※表現の精査・見直し 
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（2）施策ごとの満足度・重要度の比較 

下図は、市民意識調査（令和６年度調査）における市の施策の満足度と重要度をグラフ

にしたものです。重要度が高い施策は、防災・防犯や保健・医療、子育てといった日常生

活に関係する施策が多く、おおむね満足度も高い傾向となっています。しかし、「豊かな

住環境の整備」や「道路、上・下水道、河川の整備」等については、重要度は高いものの

満足度は平均値を下回っており、（削除）改善すべき項目であると言えます。 

   

                 （削除）                   

   

また、重要度は平均値を下回るものの、「バランスのある土地利用の推進」や「農業・

商業・工業の振興」、「市民参画と協働の充実」等は、持続可能な都市の形成を目指す上で

重要な施策であるため、今後ともしっかりと取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

出典：第六次北本市総合振興計画策定に係る市民意識調査報告書（令和７年１月） 
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（2）施策毎の満足度・重要度の比較 

下図は、市民アンケートにおける市の施策の満足度と重要度をグラフにしたものです。

重要度が高い施策は、日常生活に関係する施策が多く、おおむね満足度も高い傾向となっ

ています。しかし、「道路・交通体系の整備」については、重要度は高いが、満足度は低

くなっており、重点的に改善すべき項目であると言えます。 

また、満足度が低い施策で目立つのは「商業・サービス業の振興」であり、地域別懇談

会などでも、１か所でまとめて買い物できる商業施設がないという意見をいただきまし

た。 

 

「工業の振興」や「企業の誘致」、「市街地の整備」、「観光の振興」など、市民の日常の

生活に直接関係しない施策については、重要度はあまり高くない傾向にあります。しかし、

これらの施策は、持続可能な都市の形成には、とても重要な施策であるため、今後ともし

っかりと取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④統計数値等の時点修正 

⇒第六次総振策定時アンケー

ト調査の内容に更新 

● 1-1 子育て支援の充実 ● 4-1 豊かな住環境の整備

● 1-2 母子保健と子どもに関する医療の充実 ● 4-2 バランスのある土地利用の推進

● 1-3 支援を必要とする子ども・家庭へのきめ細かな取り組み ● 4-3 環境に優しいまちづくり

● 1-4 学校・家庭・地域の連携による教育の推進 ● 4-4 道路、上・下水道、河川の整備

● 1-5 学校教育の充実 ● 4-5 防犯・交通・消費者対策の強化

● 2-1 地域福祉の推進 ● 4-6 消防・防災の充実

● 2-2 保健・医療の充実 ● 5-1 農業・商業・工業の振興

● 2-3 高齢者福祉の充実 ● 5-2 文化財の活用・保護

● 2-4 障がい者福祉の充実 ● 5-3 就労対策の充実

● 2-5 社会保障制度の適正な運営 ● 6-1 市民との情報共有

● 2-6 生涯学習の推進 ● 6-2 適正な事務の執行

● 2-7 スポーツ活動の推進 ● 6-3 効果的かつ効率的な行財政運営の推進

● 3-1 市民参画と協働の充実 ● 7-1 若者の移住・定住・交流促進

● 3-2 暮らしを支える地域活動の支援 ● 7-2 めざせ日本一、子育て応援都市

● 3-3 平和と人権の尊重

バランスある土地利用の推進

豊かな住環境と都市景観の

形成

資源循環型の環境にやさし

いまちづくり

公園・緑地の整備

市街地の整備

道路・交通体系の整備

上・下水道、水路の整備・

更新

防犯・交通安全の推進

防災・消防の充実

総合的な産業の振興

農業の振興

商業・サービス業の振興

工業の振興と新たな企業の

誘致

観光・交流産業の振興

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400

第２象限

満足度：低い

重要度：高い

第１象限

満足度：高い

重要度：高い

第３象限

満足度：低い

重要度：低い

第４象限

満足度：高い

重要度：低い

満足度

平均値（2.958）

重要度

平均値（3.747）

重
要
度 

満足度

※各施策の重要度及び満足度は、回答結果に重みづけをした加重平均を表したもの。 

各象限を区分する平均値は、施策の重要度、満足度の平均値。 
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２－４ 都市づくりに関する課題                   

（1）土地利用に関する課題 

① コンパクトで利便性の高い都市づくり 

本市は、人口減少、少子高齢化の傾向にあり、今後は、人口減少を緩やかにするため

に、市民の定住促進と新たな転入促進が課題となっています。 

また、全国的にテレワークの普及や身近な生活環境への意識の高まり等を背景に働き

方・暮らし方の変化が加速しており、本市においても、こうした環境の変化をまちの活

力に変えながら、持続的な発展に向け、都市づくりに取り組む必要があります。 

15 

2-4 都市づくりに関する課題                   

（1）土地利用に関する課題 

① コンパクトで利便性の高い都市づくり 

北本市は、人口減少、少子高齢化の傾向にあり、今後は、人口減少を緩やかにするた

めに、市民の定住促進と新たな転入促進が課題となっています。 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒コロナ禍を経て加速した働

き方・暮らし方の変化に関

する記載を追加 

 

※表現の精査・見直し 

本市は、JR 高崎線を中心として比較的コンパクトな市街地が形成されています。今

後、高齢化が進む中で、いつまでも暮らし続けられる市街地を形成するためには、徒歩

圏に日常の買い物ができる店舗等を誘導することや、鉄道駅や路線バス等による公共交

通の利便性の高い市街地形成が必要です。 

本市に新たな転入を促進するためには、利便性が高く、魅力的な住宅地整備が必要で

す。しかし、市街地内の一部には、空き家や遊休地等が発生しているほか、市街化区域

に囲まれた市街化調整区域もあることから、駅に近い利便性を有効に活用した魅力的な

市街地形成が必要です。 

北本市は、高崎線を中心として比較的コンパクトな市街地が形成されています。今後、

高齢化が進むなかで、いつまでも暮らしつづけられる市街地を形成するためには、徒歩

圏に日常の買い物ができる店舗等を誘導することや、鉄道駅や路線バス等による公共交

通の利便性の高い市街地形成が必要です。 

北本市に新たな転入を促進するためには、利便性が高く、魅力的な住宅地整備が必要

です。しかし、市街地内の一部には、空き家や遊休地等が発生しているほか、市街化区

域に囲まれた市街化調整区域もあることから、駅に近い利便性を有効に活用した、魅力

的な市街地形成が必要です。 

※表現の精査・見直し 

② 地域特性に応じた利便性の高い土地利用の形成 

商業系土地利用 

北本駅周辺は、市民の生活を支える中心的な商業地が形成されています。北本駅周辺

では、               （削除）                

駅前広場の改修や空き店舗の活用、ホテルの進出といった、活性化の契機となる取組

が進められていることから、鉄道駅周辺という利便性を活用し、市民生活を支える商業

等の生活機能の強化や中心市街地の活性化が必要です。 

本市の南部の市街化区域には、県道東松山桶川線と中山道が結節する交通利便性の高

い地域があり、この利便性を市の活性化に有効に活用するために、商業・業務機能等の

更なる機能の形成が必要です。 

本市の北部地域については、農住工商の共存した土地利用を生かすため、北本市農業

ふれあいセンターを市民交流の拠点として更に充実させる等、特色のある拠点形成が必

要です。 

② 地域特性に応じた利便性の高い土地利用の形成 

商業系土地利用 

北本駅周辺は、市民の生活を支える中心的な商業地が形成されています。北本駅周辺

では、近年、商業施設の撤退や空き店舗等の非効率な土地利用が発生していますが、一

方で駅前広場の改修やホテルの進出といった、活性化の契機となる取組も進められてい

ることから、鉄道駅周辺という利便性を活用し、市民生活を支える商業等の生活機能の

強化や中心市街地の活性化が必要です。 

北本市の南部の市街化区域には、県道東松山桶川線と中山道が結節する交通利便性の

高い地域があり、この利便性を市の活性化に有効に活用するために、商業・業務機能等

の更なる機能の形成が必要です。 

北本市の北部地域については、農・商・工・住の共存した土地利用を生かすため、北

本市農業ふれあいセンターを市民交流の拠点として更に充実させるなど、特色のある拠

点形成が必要です。 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒現状を反映する観点から、

現行計画の記載（商業施設

の撤退や空き店舗等の非効

率な土地利用が発生）を削

除し、空き店舗等活用推進

補助金の活用を念頭に置い

た表現に変更 

 

※表現の精査・見直し 

15



 

 

新 旧 
改定理由 

頁 本文 頁 本文 

19 

産業系土地利用等 

まちの活力を高めていくためには、新たな企業誘致のための産業用地の創出や市への

交流人口拡大のための機能の形成が必要です。本市は、市域が比較的狭く、市域の多く

が鉄道駅から３km 圏内に含まれるコンパクトな地域特性を有しています。今後、圏央

道や上尾道路を活用した新たな産業用地創出や交流人口拡大のための機能の形成を進

めるにあたっては、市街化区域に限定するのではなく、市街化調整区域を含め、利便性

の高い適切な場所への新たな土地利用を検討していくことが必要です。 

市街化調整区域への機能の形成にあたっては、良好な自然環境の保全を念頭に置きな

がら、公共交通等による利便性を確保しつつ、新たな産業用地等のための土地利用を進

めていく必要があります。特に、事業化された上尾道路については、その沿道等におい

て、沿道サービス機能や交流人口拡大のための機能を形成する新たな土地利用を進めて

いく必要があります。 

16 

産業系土地利用等 

まちの活力を高めていくためには、新たな企業誘致のための産業地の創出や市への交

流人口拡大のための機能の形成が必要です。北本市は、市域が比較的狭く、市域の多く

が鉄道駅から 3km 圏内に含まれる、コンパクトな地域特性を有しています。今後、圏

央道や上尾道路を活用した、新たな産業地や交流人口拡大のための機能の形成を進める

にあたっては、市街化区域に限定するのではなく、市街化調整区域を含め、利便性の高

い適切な場所への新たな土地利用を検討していくことが必要です。 

市街化調整区域への機能の形成にあたっては、良好な自然環境の保全を念頭に置きな

がら、公共交通等による利便性を確保しつつ、新たな産業地等のための土地利用を進め

ていく必要があります。特に、近年、上尾道路が事業化されたことから、上尾道路沿道

等において、沿道サービス機能や交流人口拡大のための機能を形成する新たな土地利用

を進めていく必要があります。 

※表現の精査・見直し 

住居系土地利用 

本市は、良好な住宅市街地を供給するために久保地区において土地区画整理事業を進

めていますが、早期事業完了を目指すためにその整備促進が必要となっています。 

また、市内には、集合住宅による大規模な住宅団地が立地していますが、供給開始か

ら 50 年以上経過していることから、施設の維持更新が課題となっています。 

住居系土地利用 

北本市は、良好な住宅市街地を供給するために、土地区画整理事業を進めていますが、

早期事業完了を目指すために、その整備促進が必要となっています。 

また、市内には、集合住宅による大規模な住宅団地が立地していますが、供給開始か

ら 40 年以上を経過していることから、施設の維持更新が課題となっています。 

※表現の精査・見直し 

 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒北本団地の建設（1971）か

らの経過年数を更新 

（2）安全・安心まちづくりに関する課題 

① 防災まちづくりに関する課題 

近年、大規模地震や台風、局地的大雨等が多発しており、本市においても、赤堀川周

辺等土地の低い場所では浸水等の被害が発生しています。市民意識調査（令和６年度）

によれば、市民の多くが「消防・防災の充実」を重視する施策として挙げています。今

後のまちづくりにおいては、災害時の被害を最小限に抑えて、市民の生命・財産を守る

ために、防災拠点や避難路の確保等の防災体制の強化や建築物の耐震化・不燃化の推進

といった、災害に強いまちづくりが求められています。 

 

（2）安全・安心まちづくりに関する課題 

① 防災まちづくりに関する課題 

近年、大規模地震や台風、局地的大雨等が多発しており、北本市においても、赤堀川

周辺など土地の低い場所では浸水等の被害が発生しています。市民アンケート調査によ

れば、市民の多くが「防災・消防の充実」を重視する施策としてあげています。今後の

まちづくりにおいては、災害時の被害を最小限に抑えて、市民の生命・財産を守るため

に、防災拠点や避難路の確保等の防災体制の強化や建築物の耐震化・不燃化の推進とい

った、災害に強いまちづくりが求められています。 

 

④統計数値等の時点修正 

⇒市民意向の引用元を令和６

年度市民意識調査に更新 

 

※表現の精査・見直し 

② 防犯まちづくりに関する課題 

市内における犯罪発生件数は平成 30 年をピークに減少傾向で推移していましたが、

近年は増加に転じています。市民意識調査（令和６年度）によれば、市民の多くが「防

犯・交通・消費者対策の強化」を重視する施策として挙げています。今後も、街路灯の

設置や見通しの確保といった、犯罪の起こりにくい市街地環境整備が必要です。 

 

② 防犯まちづくりに関する課題 

市内における犯罪発生件数は減少傾向で推移していますが、一定量の犯罪は発生して

います。市民アンケート調査によれば、市民の多くが「防犯・交通安全の推進」を重視

する施策としてあげています。今後も、街路灯の設置や見通しの確保といった、犯罪の

起こりにくい市街地環境整備が必要です。 

 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒近年の犯罪発生件数の傾向

を踏まえて表現を変更 

④統計数値等の時点修正 

⇒市民意向の引用元を令和６

年度市民意識調査に更新 

 

※表現の精査・見直し 
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新 旧 
改定理由 

頁 本文 頁 本文 

20 

③ ユニバーサルデザインの都市づくりに関する課題 

高齢化の進展、ノーマライゼーション理念の浸透等を背景に、高齢者、障がい者等を

含め、誰もが住み慣れた地域社会で安心して暮らしていけるとともに、自由な移動や施

設利用が保障された環境を整備するユニバーサルデザインの都市づくりが求められて

います。 

17 

③ ユニバーサルデザインの都市づくりに関する課題 

高齢化の進展、ノーマライゼーション理念の浸透等を背景に、高齢者、障がい者等を

含め、誰もが住み慣れた地域社会で安心して暮らしていけるとともに、自由な移動や施

設利用が保障された環境を整備する、ユニバーサルデザインの都市づくりが求められて

います。 

※表現の精査・見直し 

（3）交通体系の整備に関する課題 

① 道路整備に関する課題 

本市は、国道 17 号と中山道を軸とした道路交通体系となっています。（削除）圏央

道が開通し、上尾道路が事業化されましたが、未整備の幹線道路も残されています。市

民意識調査（令和６年度）によれば、市民の多くが「道路、上・下水道、河川の整備」

を重視する施策として挙げており、圏央道や上尾道路を加えた体系的な幹線道路ネット

ワークの形成のための都市計画道路等の整備が必要です。 

生活道路については、より利便性の高い市街地とするための整備、改良が必要となっ

ています。また、近年、高齢者や障がい者、子育て世代を含む全ての市民が利用しやす

い道路づくりが求められており、誰もが安全で快適に利用できる道路空間の改善が求め

られています。 

 

（3）交通体系の整備に関する課題 

① 道路整備に関する課題 

北本市は、国道 17 号と中山道を軸とした道路交通体系となっています。近年、圏央

道が開通し、上尾道路が事業化されましたが、未整備の幹線道路も残されています。市

民アンケート調査によれば、市民の多くが「道路・交通体系の整備」を重視する施策と

してあげており、圏央道や上尾道路を加えた、体系的な幹線道路ネットワークの形成の

ための都市計画道路等の整備が必要です。 

生活道路については、より利便性の高い市街地とするための整備、改良が必要となっ

ています。また、近年、高齢者や障がい者、子育て世代を含むすべての市民が利用しや

すい道路づくりが求められており、誰もが安全で快適に利用できる道路空間の改善が求

められています。 

 

④統計数値等の時点修正 

⇒市民意向の引用元を令和６

年度市民意識調査に更新 

 

※表現の精査・見直し 

② 公共交通網の整備に関する課題 

本市の公共交通は、JR 高崎線北本駅を起終点とした路線バスが、市内各地域を連絡

するネットワークとなっており、路線バスを補完する公共交通として、 （削除） デ

マンドバスが運行されています。今後は、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考

え方に基づく都市づくりや高齢者等が安心して住み続けられるまちづくりを実現する

ために、利便性の高い公共交通ネットワークの形成が求められています。 

 

② 公共交通網の整備に関する課題 

北本市の公共交通は、JR 高崎線北本駅を起終点とした路線バスが、市内各地域を連

絡するネットワークとなっており、路線バスを補完する公共交通として、平成 23 年度

よりデマンドバスが運行されています。今後は、「コンパクト・プラス・ネットワーク」

の考え方に基づく都市づくりや高齢者等が安心して住み続けられるまちづくりを実現

するために、利便性の高い公共交通ネットワークの形成が求められています。 

 

※表現の精査・見直し 

（4）公園・緑地等の整備に関する課題 

本市は、市西部の荒川沿いや東部の赤堀川沿いにまとまった緑地が残るほか、総合公

園等の主要な公園が整備されています。本市は、「第六次北本市総合振興計画」（令和８

年３月策定）において、「緑にかこまれた健康な文化都市」を将来都市像として定めて

おり、これらの公園・緑地の保全・活用が求められています。 

一方、北本中央緑地等の市街地内の緑地は、北本らしさを特徴づける重要な資源であ

り、他市住民にも広く認知されていることから、定住・移住の促進のための有効な資源

として、その保全・活用が課題となっています。 

 

（4）公園・緑地等の整備に関する課題 

北本市は、市西部の荒川沿いや東部の赤堀川沿いにまとまった緑地が残るほか、総合

公園等の主要な公園が整備されています。北本市は、第五次北本市総合振興計画（平成

２９年３月策定）において、「緑にかこまれた健康な文化都市」を将来都市像として定

めており、これらの公園・緑地の保全・活用が求められています。 

一方、北本中央緑地等の市街地内の緑地は、北本らしさを特徴づける重要な資源であ

り、他市住民にも広く認知されていることから、定住・移住の促進のための有効な資源

として、その保全・活用が課題となっています。 

 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒第六次総合振興計画の策定

を反映 

 

※表現の精査・見直し 
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新 旧 
改定理由 

頁 本文 頁 本文 

21 

（5）都市景観形成に関する課題 

本市は、豊かな自然環境に恵まれており、北本中央緑地に代表される緑地景観が、本

市を特徴づける要素となっています。 

市民アンケート調査（平成 30 年度）によれば、特に重要と考える景観形成の取組

は、「北本駅駅前等での魅力あるまちなみデザインの形成」、「中山道沿道の歴史と文化

を生かした景観づくり」が上位となっています。今後の人口減少を緩やかにするために

は、本市の魅力となるこれらの自然的景観や環境を保全・活用していくことが求められ

ています。 

18 

（5）都市景観形成に関する課題 

北本市は、豊かな自然環境に恵まれており、北本中央緑地に代表される緑地景観が、

北本市を特徴づける要素となっています。 

市民アンケート調査によれば、特に重要と考える景観形成の取組は、「北本駅駅前等

での魅力あるまちなみデザインの形成」、「中山道沿道の歴史と文化を生かした景観づく

り」が上位となっています。今後の人口減少を緩やかにするためには、北本市の魅力と

なるこれらの自然的景観や環境を保全・活用していくことが求められています。 

 

※表現の精査・見直し 

 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒アンケートについて、R6 年

度調査結果も併用するた

め、各調査の実施年度が分

かる記載に変更 

（6）環境共生の都市づくりに関する課題 

本市では、かつては武蔵野の雑木林や荒川の清流等豊かな自然に恵まれていました

が、都市化の進展等により、農地、雑木林、谷津等多くの自然環境が失われつつあり、

都市・生活型公害や廃棄物等による環境問題をはじめ、地球温暖化に伴う自然環境や生

活環境への影響等も身近な問題となってきています。 

市民アンケート調査（平成 30 年度）によれば、特に重要と考える環境共生の都市づ

くりの取組は、「ごみの減量やリサイクルの推進」、「自然環境や野生生物の保護等の取

組の推進」、「省資源、省エネルギーによる環境負荷の低減」が上位となっており、これ

らの分野における取組が課題となっています。 

（6）環境共生の都市づくりに関する課題 

北本市では、かつては武蔵野の雑木林や荒川の清流など豊かな自然に恵まれていまし

たが、都市化の進展等により、農地、雑木林、谷津など多くの自然環境が失われつつあ

り、都市・生活型公害や廃棄物などによる環境問題をはじめ、地球温暖化に伴う自然環

境や生活環境への影響なども身近な問題となってきています。 

市民アンケート調査によれば、特に重要と考える環境共生の都市づくりの取組は、「ご

みの減量やリサイクルの推進」、「自然環境や野生生物の保護等の取組の推進」、 

「省資源、省エネルギーによる環境負荷の低減」が上位となっており、これらの分野に

おける取組が課題となっています。 

※表現の精査・見直し 

 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒アンケートについて、R6 年

度調査結果も併用するた

め、各調査の実施年度が分

かる記載に変更 

（7）住宅整備に関する課題 

本市は、都心への交通の利便性や、恵まれた自然環境から、首都圏の住宅都市として

発展してきた経緯を持ち、現在も住宅都市としての性格を有しています。市街地は、低

層戸建住宅地主体の土地利用となっていますが、高層の建築物も増加しており、適正な

住宅整備の誘導も必要となっています。 

市民アンケート調査（平成 30 年度）によれば、特に重要と考える住宅整備の取組

は、「生活道路や公園の整った利便性の高い住宅環境の形成」、「空き家や未利用宅地等

の有効活用」、「子育て世帯や多世代同居等に対応した住まいづくり」が上位となってい

ます。 

（7）住宅整備に関する課題 

北本市は、都心への交通の利便性や、恵まれた自然環境から、首都圏の住宅都市とし

て発展してきた経緯を持ち、現在も住宅都市としての性格を有しています。市街地は、

低層戸建住宅地主体の土地利用となっていますが、高層の建築物も増加しており、適正

な住宅整備の誘導も必要となっています。 

市民アンケート調査によれば、特に重要と考える住宅整備の取組は、「生活道路や公

園の整った利便性の高い住宅環境の形成」、「空き家や未利用宅地等の有効活用」、「子育

て世帯や多世代同居等に対応した住まいづくり」が上位となっています。 

※表現の精査・見直し 

 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒アンケートについて、R6

年度調査結果も併用するた

め、各調査の実施年度が分

かる記載に変更 

このため、身近な住環境の充実や、既存ストックを有効活用した持続可能な住まいづ

くり、また、子育て世帯や多世代同居ニーズに対応するため、不足している産科医療施

設の支援や、二世帯住宅等の建築が可能となる柔軟な住宅供給等について検討していく

必要があります。 

このため、身近な住環境の充実や、既存ストックを有効活用した持続可能な住まいづ

くり、また、子育て世帯や多世代同居ニーズに対応するため、不足している産科医療施

設の誘導や、二世帯住宅等の建築が可能となる柔軟な住宅供給等について検討していく

必要があります。 

①上位・関連計画との整合性

確保 

⇒第六次総合振興計画におけ

る表現に合わせて変更 
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（8）インターチェンジ周辺地域の整備に関する課題 

本市は、圏央道が平成 27 年度に開通したことで、広域交通の利便性が向上していま

す。このことにより、大規模な工場や流通施設、商業施設等の多様な産業系施設の立地

が見られ（削除）、圏央道インターチェンジ周辺には開発余力が残されており、市への

新たな活力となる施設整備や企業誘致が期待されています。 
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（8）インターチェンジ周辺地区の整備に関する課題 

北本市は、圏央道が平成 27 年度に開通したことで、広域交通の利便性が向上してい

ます。このことにより、大規模な工場や流通施設、商業施設等の多様な産業系施設の立

地がみられますが、圏央道インターチェンジ周辺には、開発余力が残されており、市へ

の新たな活力となる施設整備や企業誘致が期待されています。 

※表現の精査・見直し 

市民アンケート調査（平成 30 年度）によれば、特に重要と考えるインターチェンジ

周辺地域の整備の取組は、「商業施設等の沿道サービス施設の誘導」、「公共・公益施設

の整備や機能強化」、「工場や流通業務施設等の産業施設の誘導」が上位となっており、

豊かな田園環境を維持しつつも、地域の活性化につながる施設の誘導等の検討が必要と

なっています。 

市民アンケート調査によれば、特に重要と考えるインターチェンジ周辺地区の整備の

取組は、「商業施設等の沿道サービス施設の誘導」、「公共・公益施設の整備や機能強化」、

「工場や流通業務施設等の産業施設の誘導」が上位となっており、豊かな田園環境を維

持しつつも、地域の活性化につながる施設の誘導などの検討が必要となっています。 

③状況の変化に応じた文言や

図の修正 

⇒アンケートについて、R6

年度調査結果も併用するた

め、各調査の実施年度が分

かる記載に変更 

※表現の精査・見直し 
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